
徳
島
県
告
示
第
二
百
二
十
六
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お

り
指
定
し
た
。

令
和
五
年
五
月
十
六
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所

障

害

児

通

所

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

支

援

の

種

類

株
式
会
社
あ
い
ラ
イ
ン

板
野
郡
上
板
町
佐
藤
塚
字
東
二

児
童
発
達
支
援
ア
ン
デ
ル

徳
島
市
佐
古
七
番
町
八
│
一
板

児
童
発
達
支
援

令
和
五
年
二
月

四
番
地
一

セ
ン

東
ビ
ル
一
Ｆ

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

一
日

株
式
会
社
Ｒ
Ｃ
Ｅ

徳
島
市
大
原
町
池
内
山
一
一
│

Ｆ
ｉ
ｒ
ｅ
★
ｗ
ｏ
ｒ
ｋ
ｓ

同

大
原
町
池
ノ
内
一
七
番

同

同

四
月

二
四

九

一
日

合
同
会
社
ま
る
・
サ
ン
カ

同

佐
古
八
番
町
二
番
二
二

ら
い
ふ
ク
ラ
ブ
ぴ
ー
す
ふ

同

上
助
任
町
三
本
松
三
七

同

同

ク
・
四
角

号

る

一
番
地
四
九

合
同
会
社
ト
ラ
イ
ア
ク
シ

同

大
原
町
千
代
ケ
丸
五
番

児
童
発
達
支
援
・
放
課
後

同

国
府
町
府
中
八
〇
八
│

同

同

ョ
ン

地

等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
ト
ラ
イ

一
四

ア
ン
グ
ル

株
式
会
社
Ｐ
ｏ
ｐ
ｐ
ｙ

同

国
府
町
日
開
八
七
〇
番

児
童
発
達
支
援
・
放
課
後

同

住
吉
四
丁
目
二
│
三
七

同

同

地
一

等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
Ｍ
ｉ
ｒ

メ
ゾ
ン
Ｈ
Ｏ
Ｓ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｗ
Ａ

ａ
ｐ
ｐ
ｉ



社
会
福
祉
法
人
梅
の
花
保

同

蔵
本
元
町
二
丁
目
二
五

Ｈ
Ａ
Ｒ
Ｕ

同

蔵
本
元
町
二
丁
目
六
五

同

同

育
園

番
地

│
四

リ
ト
ル
バ
ー
ド
有
限
会
社

吉
野
川
市
鴨
島
町
上
下
島
一
七

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

吉
野
川
市
鴨
島
町
上
下
島
一
七

同

同

六
番
地
の
一

ウ
ィ
ズ
・
ユ
ー
か
も
じ
ま

│
一

株
式
会
社
Ｓ
ｔ
ｙ
ｌ
ｅ

板
野
郡
板
野
町
西
中
富
菅
生
一

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

鳴
門
市
瀬
戸
町
室
字
中
ケ
谷
六

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

同

ａ
ｓ
ｓ
ｉ
ｓ
ｔ

八
一
番
地
一

Ｓ
ｔ
ｙ
ｌ
ｅ

ａ
ｓ
ｓ
ｉ

八
番
六

ｓ
ｔ

「
Ｎ
Ａ
Ｒ
Ｕ
Ｔ
Ｏ

」

株
式
会
社
尽
結
会

徳
島
市
北
沖
洲
三
丁
目
九
番
六

児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

徳
島
市
北
沖
洲
三
丁
目
九
番
六

児
童
発
達
支
援

同

七
号

タ
ー
Ｆ
ｏ
ｒ

Ｙ
ｏ
ｕ
│

七
号

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

沖
洲
│

保
育
所
等
訪
問
支
援


